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第３次健康ひゅうが２１計画
（健康増進法第８条第２項）正　 職 　員

50

任期付職員 5
【基本姿勢】
　健康長寿部は、「第２次日向市総合計画」の基本理念「人権尊重・市民協働・地域力活用」のもとで、後期基本計画の重点戦略に掲げる「笑顔で暮らせる地
域共生の社会づくり」の実現を目指します。

【総合計画・基本理念】
　健康長寿部は、「第２次日向市総合計画・後期基本計画」に掲げる本市のめざす将来像である「 市民一人ひとりが健康づくりに努め、保健、医療サービス
が充実し、健康寿命が延伸され、元気で明るく笑顔にあふれた健康的な生活を送るまち」を実現するため、高齢者福祉、保健、医療の分野での取り組みを推
進します。

【総合計画・基本目標】
【基本目標】２　市民が共に支え合い、自立した生活を送る健康長寿のまち
２－２　健康に暮らせるまちづくり
① 保健対策の充実
○ 疾病の早期発見、早期治療を目指し、健（検）診を受けやすい環境づくりや周知啓発に努めるとともに、要精密検査者に対する受診勧奨を行います。
○ 生活習慣病を予防し、健康づくりに取り組めるよう、個々に応じた食事や生活習慣の改善に向けた保健指導に努めます。
○ 誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けて、「第２期日向市自殺対策行動計画」に基づき、自殺を未然に防ぐ支援体制の充実と相談窓口の
周知啓発に努めます。
◯ 健康増進法に基づき、本市の健康課題を明らかにした上で、生活習慣病予防に向けての取組を推進するため、「第３次健康ひゅうが２１計画」を策定しま
す。
② 医療体制の確保
○ 日向市東臼杵郡医師会や関係機関と連携し、医療人材の確保や地域医療体制の充実に努めます。
○ 地域医療を担う医療人材の負担を軽減し、働きやすい環境をつくるため、かかりつけ医の利用促進や時間外受診の抑制など市民への啓発活動を推進し
ます。
○ 安定した救急医療体制を維持するため、二次救急医療機関に対する支援に取り組みます。
○ 東郷診療所については、地域のかかりつけ医療機関として、持続可能な医療の提供に努めるとともに、「地域に根ざし、医療、保健、福祉、介護の架け橋
となる診療所」として、これまで以上に住民に信頼され、住民が住み慣れた地域で安心して医療が受けられる施設を目指します。

職　員　数　　　　　　　（人） 6月補正後予算額　　　　　　　　（千円） 令和6年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

（内、産休・育休３、派遣１）

前年度繰越額（千円）
再任用職員 2

会 計 年 度
任 用 職 員

一般会計 1,747,165

特別会計 5,739,302

令和６年度　部局経営方針

部局名 健康長寿部 部局長名 若藤　公生 令和6年7月1日 現在
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２－３　高齢者福祉の充実
　「第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和６年度～８年度）」に基づき、つながり・支え合い・可能な限り住み慣れた地域で自分らしく暮らせる
地域共生社会の実現を目指し、「地域包括ケアシステム」の更なる深化・推進を図ります。
１． 高齢者の社会参加と生きがいづくり
○ 生活支援コーディネーターを活用し、生活支援サポーターを養成するとともに、住民主体の介護予防教室の運営支援などに継続して取り組みます。
○日向市シルバー人材センターの活動内容や加入のメリットなどについて市広報等で情報発信し、会員拡大を支援します。
○高齢者クラブの活動内容や加入のメリットなどについて市広報等で情報発信し、会員拡大を支援します。

２．地域で暮らし続けるための支援の充実
○地域における最も身近な高齢者の相談窓口となる地域包括支援センターの運営を支援し、機能充実に取り組みます。
○多様な地域課題に対応するため、関係機関と連携し、地域支援事業による市独自の介護予防サービスの充実を図ります。
○成年後見制度の利用促進に向け、中核機関が中心となり、制度の普及啓発や後見人に対する支援などに取り組みます。

３．介護サービスの充実と持続可能な制度運営
○ 介護サービスの質の確保と向上を図るため、市が指定する事業所に対する運営指導、報酬請求指導を行います。
○介護人材の確保・育成に努めます。
○団塊世代が後期高齢者となる令和７年度以降を見据えつつ、必要となる介護サービスを適切に提供できるよう、介護事業における雇用や事業運営等の状
況把握に努めます。
○介護サービスを必要とする利用者を適切に認定し、適切なケアマネジメントにより利用者が真に必要とするサービスを見極めた上で、介護給付費の効率化
に取り組みます。
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【健康長寿部】
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-
2　障害者就労支援事業の推進
や高齢者の生きがいにつながる
雇用の創出に努めます。

高
齢
者
あ
ん
し
ん

課
シルバー
人材セン
ター支援
に要する
経費

会員数は微増となりましたが、セ
ンターの活動趣旨を広め、会員
を増やす取組と受注機会拡大に
つながる啓発活動を支援する必
要があります。

シルバー人材センターへの運営
補助を行うとともに、啓発を通じ
た受注機会拡大への支援を行
います。また、インボイス制度導
入の影響を見極めます。

シルバー人
材センターの
就業実績率
（就業実績／
会員数）

94 ％

2

高
齢
者
あ
ん
し
ん
課

生活支援
体制整備
事業

住民主体型サービスを運用する
人材の確保及び継続した運営支
援が必要です

「生活支援サポーター養成講座」
を実施し、人材の育成を行いま
す。圏域別地域ケア会議等に
て、地域課題となっている通い
の場の創設について検討しま
す。

生活支援サ
ポーター養成
者数の総数

260 人

3 -
2　「健康」「友愛」「奉仕」活動に
取り組む高齢者クラブへの支援
を行います。

高
齢
者
あ
ん

し
ん
課

高齢者社
会参加・
交流促進
事業

高齢者クラブ数の減少や役員の
高齢化により、高齢者クラブ連
合会の事務局運営が厳しい状
況にあります。また活動の継続
に向けて、必要な支援について
検討する必要があります。

財政的支援を継続するとともに、
活動の継続に向けて、高齢者ク
ラブ連合会と意見交換を行い、
必要な支援について検討しま
す。

連合会理事
会(総会)等参
加数

8 回

4 -

3　高齢者の生きがいづくりや地
域の活性化に取り組むシルバー
人材センターへの支援を行いま
す。

高
齢
者
あ
ん
し

ん
課

シルバー
人材セン
ター支援
に要する
経費

会員数は微増となりましたが、セ
ンターの活動趣旨を広め、会員
を増やす取組と受注機会拡大に
つながる啓発活動を支援する必
要があります。

シルバー人材センターへの運営
補助を行うとともに、啓発を通じ
た受注機会拡大への支援を行
います。また、インボイス制度導
入の影響を見極めます。

シルバー人
材センターの
就業実績率
（就業実績／
会員数）

94 ％

5 -
4　高齢者の文化、スポーツ活動
への参加を促進します。

高
齢
者
あ
ん
し
ん

課
高齢者社
会参加・
交流促進
事業

富高四半的道場、ひまわり卓球
場、屋根付運動広場は老朽化が
進んでおり、今後の施設のあり
方について、各区、各団体等と
の協議を続ける必要がありま
す。

施設ごとの耐用年数を念頭にお
き、利用者の安全性の確保と公
共施設マネジメントの考え方を
踏まえながら、今後の施設のあ
り方について、各区、各団体等と
の協議を続けていきます。

地元等関係
者への説明
会の実施回
数

5 回

R6上半期 R6下半期

３
　
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
地
域
共
生
の
社
会
づ
く
り

１
　
住
み
な
れ
た
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
づ
く
り
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

１
　
高
齢
者
の
活
動
機
会
の
充
実

生活支援サポー
ター養成者数の総

【R1】189人
　↓
【R6】280人

1　「生活支援サポーター」の養
成や「いきいき百歳体操」など住
民主体の介護予防活動の拡充
に取り組みます。

【通年】
今後の施設のあり方について、各区、各団体等と
丁寧に協議を続けていきます。

番
号

戦略
重点

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ

具体的
な施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課

R6 予算
事業名

R6現状と課題 R6取組内容
令和6年度　成果指標

【通年】
財政支援を行うともに、受注機会の拡大につなが
る啓発活動への支援を行います。定期的に情報
交換を行い、インボイス制度導入による影響を確
認します。

【通年】
「生活支援サポーター養成講座」を開催して、人
材確保に努めるとともに、新たな通いの場の創設
に努めます。

【通年】
財政的支援を行うとともに、理事会、総会等にお
いて意見交換を行います。

【通年】
財政支援を行うともに、受注機会の拡大につなが
る啓発活動への支援を行います。定期的に情報
交換を行い、インボイス制度導入による影響を確
認します。
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6
1　新しい介護予防・日常生活支
援総合事業に取り組みます。

高
齢
者
あ
ん

し
ん
課

介護予
防・生活
支援サー
ビス事業

訪問型（移動支援）については、
担い手の課題などもあります
が、サービス創設に向けて、日
向市社会福祉協議会、地域包括
支援センター等と具体的に協議
を進める必要があります。

訪問型（移動支援）のサービス
創設に向けて、日向市社会福祉
協議会、地域包括支援センター
等の関係機関と協議を行いま
す。

関係機関等
との協議回
数

3 回

7
2　生活支援サービス体制の充
実に取り組みます。

高
齢
者
あ
ん

し
ん
課

生活支援
体制整備
事業

「自立支援型地域ケア会議」など
から抽出された地域課題につい
て、「圏域別地域ケア会議」や
「協議体」を適時開催し、地域住
民等が一体となって解決に向け
て取り組む必要があります。

地域の課題に対し、適時「圏域
別地域ケア会議」や「協議体」を
開催し、解決に向けて取り組み
ます。

　「圏域別地
域ケア会議」
「協議体」の
開催回数

2 回

8
3　中重度の要介護状態になっ
ても在宅生活が継続できる体制
づくりに取り組みます。

高
齢
者
あ
ん

し
ん
課

地域ケア
会議推進
事業

「自立支援型地域ケア会議」を
通じて、高齢者に対し包括的・継
続的にサービス提供を図るとと
もに、地域包括支援センターの
職員の対応力向上を図る必要
があります。

「自立支援型地域ケア会議」の
定期的に開催するとともに、研
修機会の充実等に努め、地域包
括支援センター職員の対応力向
上を図ります。

「自立支援型
地域ケア会
議」の開催回
数

24 回

9 -
4　在宅医療と介護の連携を図り
ます。

高
齢
者
あ
ん

し
ん
課

在宅医
療・介護
連携事業

「地域資源リスト」の更新回数は
増加しましたが、活用が少ない
状況にあるため、活用しやすい
仕組みを研究する必要がありま
す。

医療機関、介護保険サービス事
業所等に対し「地域資源リスト」
の情報更新の依頼と活用を促す
ともに、活用状況を集約し、新た
な活用しやすい仕組みを研究し
ます。

更新依頼回
数

2 回

10 -

1　認知症初期集中支援チーム
の活用などにより、認知症の人
が適切な医療・介護などを受け
られるよう支援します。

高
齢
者
あ
ん
し
ん
課

認知症総
合支援事
業

「認知症初期集中支援チーム」
に介入を依頼する認知症初期段
階の対象者が少ない状況にある
ため、市民や関係機関等に利用
啓発を行う必要があります。

「認知症初期集中支援チーム」
に専門医３名、看護師１名、作業
療法士１名、精神保健福祉士１
名の認知症に対する専門知識と
経験を有する職員の適正配置を
行い、症状が重症化する前に適
切な医療が受けられるように支
援を行います。

広報ひゅうがを活用し
て、「認知症初期集中支
援チーム」の啓発を行い
ます。
【通年】
地域包括支援センター
等の関係機関の介入に
より認知症が疑われる
人や認知症の人及びそ
の家族を訪問し、アセス
メント、家族支援等の初
期支援や、自立生活の
サポートを行うとともに、
進捗については毎月関
係者会議において情報
共有を図ります。

【通年】
地域包括支援センター
等の関係機関の介入に
より認知症が疑われる
人や認知症の人及びそ
の家族を訪問し、アセス
メント、家族支援等の初
期の支援や、自立生活
のサポートを行うととも
に、進捗については毎
月関係者会議において
情報共有を図ります。

関係者会議

月1回
12 回

11 -
2　認知症サポーターの養成や
認知症カフェの開催などの支援
や啓発活動に取り組みます。

高
齢
者
あ
ん
し

ん
課 認知症総

合支援事
業

認知症予防は、早期発見や認知
機能を維持する日頃の生活習
慣が有効であることから、地域
住民に対して知識や理解の普及
啓発に努めるとともに、認知症に
関する相談・支援体制の充実に
取り組む必要があります。

引き続き、「認知症サポーター養
成講座」や「認知症カフェ」の開
催により、認知症の人とその家
族などに対する支援や地域への
啓発活動に取り組みます。

「認知症サ
ポーター」の
延べ登録者
数

630 人

３
　
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
地
域
共
生
の
社
会
づ
く
り

１
　
住
み
な
れ
た
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
づ
く
り
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

２
　
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・
推
進

６５歳以上人口に
占める要介護（支
援）認定者（第1
号）の割合（年度
末時点）

【R1】13.4％
　↓
【R6】13.4％

３
　
認
知
症
施
策
の
充
実

【通年】
訪問型（移動支援）のサービス創設に向けて、日
向市社会福祉協議会、地域包括支援センター等
の関係機関と協議を行います。

【通年】
地域の課題に対し、適時「圏域別地域ケア会議」
や「協議体」を開催し、解決に向けて取り組みま
す。

【通年】
「認知症サポーター養成講座」を開催するととも
に、認知症の人やその家族などが集い、介護者
同士が支え合える場として「認知症カフェ」を開設
します。

【通年】
「自立支援型地域ケア会議」の定期的に開催する
とともに、研修機会の充実等に努め、地域包括支
援センター職員の対応力向上を図ります。

【通年】
関係機関と連携し、「地域資源リスト」の情報を随
時更新し、有効な活用を促します。



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト
【健康長寿部】

指標の説明 目標値 単位
R6上半期 R6下半期
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施策の内容
所
管
課

R6 予算
事業名

R6現状と課題 R6取組内容
令和6年度　成果指標

12

３
　
認
知
症
施
策
の
充
実

-
3　成年後見制度の利用促進、
相談支援体制の強化に努めま
す。

高
齢
者
あ
ん
し
ん
課

成年後見
制度利用
促進事業

成年後見制度の利用者数は増
加傾向であり、今後受任できる
専門職の不足が懸念されること
から、法人後見への必要な支援
を行い、体制の充実を図るととも
に、市民後見人の養成に取組む
必要があります。また中核機関
を中心に相談支援体制の強化
に努める必要があります。

法人後見への必要な支援を行
い、体制の充実を図るとともに、
市民後見人の養成、また中核機
関を中心に相談支援体制の強
化に努めます。

法人後見の
延べ受任件
数

30 件

13

４
　
地
域
医
療
・
救
急
医

療
体
制
の
充
実

-
1　かかりつけ医の利用促進や
時間外受診の抑制など市民へ
の啓発活動に取り組みます。

健
康
増
進
課 地域医療

体制整備
事業

医師不足が深刻化している中、
不要不急の受診は医療現場に
大きな影響を与えます。
持続可能な医療提供体制を構
築するためには、医療に対する
市民の理解、適正受診について
の意識変革、受診行動の改善を
促進し、医師の負担軽減を図る
ことが急務となっています。

市広報や地域医療講演会を通じ
た啓発に取り組み、市民の適正
受診の促進に取り組みます。

日向市の医療を守るた
めに「あなたのために伝
えたい事」チラシを世帯
へ配布し、市民の適正
受診促進等を図ります。

地域の医療課題等を踏
まえた地域医療講演会
を開催します。

講演会参加
者

120 人

14

二次救急医療体
制：休日や夜間

【R1】365日
　↓
【R6】365日

2　二次救急医療機関への支援
や県北地域でのドクターカー運
用に向けた支援策を検討しま
す。

健
康
増
進
課 救急医療

体制整備
事業

二次救急医療体制に必要な休
日・夜間の勤務医の確保につい
て、依然として厳しい状況が続
いています。
医師の働き方改革による影響を
注視しつつ、地域の救急医療体
制を守るために、圏域市町村と
連携し、継続した支援が求めら
れています。

医師の働き方改革適用による医
療体制への影響について、状況
を調査し、救急医療体制の安定
確保に向けた支援について、圏
域町村と連携し、進めます。

医療制度改革等につい
て、圏域町村との情報
共有、協議を行います。

二次救急医療体制確保
に係る必要な支援に取
り組み、二次救急医療
体制の安定確保・維持
を図ります。

二次救急医
療体制の維
持

365 日

15

東郷診療所（仮
称）の整備

【R6】供用開始

4　東郷診療所の在宅医療など
の充実や老朽化した施設の整
備に取り組みます。

東
郷
診
療
所 東郷診療

所特別会
計

人口減少に伴い、外来患者数も
減少するなか、診療事業を始め
とする施設利用の拡大が課題と
なっています。

在宅医療の周知を図るほか、駐
車場の整備や外構工事を適正
に実施するとともに、新たな施設
の活用の拡充を図ります。

新診療所の新たな機能
を幅広く活用するため関
係各課や関連団体と連
携できるよう検討を行い
ます。

整備事業の完了を機に
イベント実施するなど施
設活用の具体的な取り
組み行います。

健康増進活
動参加者数

100 人

３
　
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
地
域
共
生
の
社
会
づ
く
り

１
　
住
み
な
れ
た
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
づ
く
り
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

４
　
地
域
医
療
・
救
急
医
療
体
制
の
充
実

【通年】
法人後見体制の充実を図り、受任件数の増加に
繋げるため、引き続き財政的支援を行います。ま
た、中核機関を中心に、相談窓口の周知や市民
後見人の養成講座の開催に取り組みます。



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト
【健康長寿部】

指標の説明 目標値 単位
R6上半期 R6下半期

番
号

戦略
重点

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ

具体的
な施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課

R6 予算
事業名

R6現状と課題 R6取組内容
令和6年度　成果指標

16
がん検診
推進事業

受診しやすい体制づくりや様々
な方法を用いた受診勧奨に取り
組んでおり、子宮がん・乳がん
検診など受診率が増加したもの
もありますが、受診率は国の目
標値に届いていません。

個別の受診勧奨や、休日及び夕
方検診、セット検診の実施など、
検診を受診しやすい環境づくり
に努めます。

大腸がん検
診受診率

12 ％

17
特定健
診・保健
事業

受診しやすい体制づくりや様々
な方法を用いた受診勧奨に取り
組んでおり、受診率は少しずつ
増加していますが、受診率は国
の目標値に届いていません。

受診率の低い40歳代・50歳代に
様々な働きかけを行い、受診し
やすい環境づくりに努めます。ま
た、特定健診に関する情報発
信、周知啓発に努めます。

特定健診受
診率

40 ％

18
2　子宮がん、乳がん、大腸がん
検診の対象者に対し、無料クー
ポン券を発行します。

健
康
増
進
課 がん検診

推進事業

大腸がん検診は無料クーポン券
利用率がR４年度から2.5ポイント
増加しましたが、依然として利用
率は低い状況です。　無料クー
ポンの利用促進により、健診受
診者数の増加を図ります。

無料クーポン対象者で、未受診
の人に電話等での受診勧奨を
行い、利用促進に努めます。

大腸がん検
診クーポン券
利用率

25 ％

19

特定健康診査受
診率（年度末時
点）
【R1】32.0％
　↓
【R6】40.0％

3　特定健康診査の受診結果に
応じて生活習慣病の発症予防や
重症化の予防など適切な保健
指導を行います。

健
康
増
進
課

国保保健
指導事業

特定保健指導実施率は国の目
標値に達していますが、特定健
診受診者で受診勧奨判定値と
なった者の医療機関受診率が低
いため、保健指導を充実していく
必要があります。

対象者に応じた健診結果の説明
及び食事や運動などの生活習
慣改善に向けた保健指導に努
めます。
継続的に保健指導を行うことに
より重症化予防につなげます。

特定保健指
導実施率

72.5 ％

20 -
4　食生活改善に向けた講習会
の開催や訪問による適切な指導
を行います。

健
康
増
進
課

食生活改
善推進事
業

健診結果等の分析から、幅広い
世代に向けた適塩や食事バラン
ス、高齢者の低栄養予防にむけ
た取り組みが必要です。
推進員数が昨年度と比べ6名減
少しており、担い手不足が課題
となっています。班回覧やＦＭ
ひゅうがをとおして活動内容の
周知を図ります。

適塩や食事、高齢者の低栄養予
防をするための講習会を実施し
ます。
地区活動をとおして、減塩や野
菜摂取、低栄養に関するリーフ
レットを配布し周知啓発を行いま
す。

食生活改善
推進員
講習会の実
施回数

20 回

３
　
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
地
域
共
生
の
社
会
づ
く
り

２
　
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
 
ス
ポ
ー

ツ
・
健
康
推

進
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

１
　
健
康
づ
く
り
の
推
進

２
　
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
 
ス
ポ
ー

ツ
・
健
康
推
進
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

１
　
健
康
づ
く
り
の
推
進

大腸がん検診受
診率（年度末時
点）

【R1】7.8％
　↓
【R6】12.0％

1　がん検診や特定健康診査な
ど検診を受けやすい体制づくり
や受診率の向上に向けた情報
発信、受診勧奨に取り組みま
す。

健
康
増
進
課

　【通年】
引き続き重症化予防連絡票を活用した医療機関
への受診勧奨を行い、医師からの指導内容に基
づいた保健指導を実施します。
健診受診をきっかけに生活習慣の改善に向けた
取り組みにつなげることができるよう、すべての集
団健診会場において保健指導を行います。
健診結果説明会や骨密度測定会などを活用し
て、対象者に合わせた保健指導を行います。

【通年】
こどもを対象とした食育、生活習慣病予防のため
の減塩、高齢者の低栄養予防など対象者に応じ
た講習会を開催します。
推進員確保のため、推進員養成講座を開催しま
す。
地区活動を広げるため、区長会や関係機関へ活
動内容の周知を図ります。

【通年】
休日及び夕方検診、セット検診を実施します。
45歳・50歳のがん検診未受診者への受診勧奨は
がき送付やSNS等を活用した情報発信など様々
な方法や媒体を用いて未受診者の受診勧奨を行
います。
関係機関・団体等と連携し健診受診の必要性に
ついて周知啓発を行います。

【通年】
未受診者の特徴に応じた受診勧奨ハガキを送付
します。
40歳代、50歳代を重点的に訪問等の受診勧奨を
行います。
夜間の電話勧奨やSNS等を活用した情報発信を
行います。
関係機関・団体等と連携し健診受診の必要性に
ついて周知啓発を図ります。

【通年】
無料クーポン券の紙面をわかりやすい内容に変
更します。
無料クーポン対象の人に電話勧奨を行います。



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト
【健康長寿部】

指標の説明 目標値 単位
R6上半期 R6下半期

番
号

戦略
重点

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ

具体的
な施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課

R6 予算
事業名

R6現状と課題 R6取組内容
令和6年度　成果指標

21 -
1　悩みや不安を抱える市民が
相談できる窓口の周知に努めま
す。

健
康
増
進
課

自殺対策
事業

令和５年の自殺率は、宮崎県は
全国ワースト２位であり、より多く
の人や幅広い年代の人に啓発
を図っていく必要があります。

企業訪問の際に、「こころの電話
帳」を配布し、働く世代への周知
啓発に努めます。
市ホームページへの相談窓口
の掲載、「はたちのつどい」参加
者へのこころの健康に関する
リーフレットの配布を実施しま
す。
啓発リーフレットの配布やオー
ル日向祭への参加などをとおし
て、自殺予防や相談窓口につい
て普及・啓発を図ります。
「こころの電話帳」を引き続き市
内医療機関やスーパーなどに配
布し、相談窓口の更なる周知に
努めます。

こころの電話
帳配布数

20,000 枚

22 -
2　自殺予防対策を支える人材を
育成するため、ゲートキーパー
研修を開催します。

健
康
増
進
課

自殺対策
事業

より多くの人に受講していただく
ため、対象者のニーズに沿った
開催日・開催時間の設定が必要
です。

市職員、保育士、ケアマネー
ジャー（相談支援専門員）、学校
職員を対象としたゲートキー
パー養成研修を実施します。

市職員(２回)、公立保育
園保育士を対象とした
ゲートキーパー養成研
修を実施します。

私立保育園保育士、ケ
アマネージャー（相談支
援専門員）、学校職員を
対象としたゲートキー
パー養成研修を実施し
ます。

ゲートキー
パー養成研
修の実施回
数

6 回

23

２
　
自
殺
予
防

対
策
の
充
実

-
3　自殺予防週間・自殺対策強化
月間における啓発活動に取り組
みます。

健
康
増
進
課

自殺対策
事業

令和５年の自殺率は、宮崎県は
全国ワースト２位であり、より多く
の人や幅広い年代の人に啓発
を図っていく必要があります。

９月の自殺予防週間、３月の自
殺対策月間にあわせて啓発を行
います。

自殺予防週
間、自殺対策
強化月間に
おける周知
啓発

4 回

24 -
1　予防接種の実施により感染
症の予防に努めます。

健
康
増
進
課

感染症対
策

新型コロナワクチンについては、
医師会を通じて、接種体制構築
への協力を求める必要がありま
す。
　高齢者の肺炎球菌や風しんの
抗体検査と第５期接種率が減少
しているため、更なる周知・啓発
を図る必要があります。

定期接種化された新型コロナワ
クチンについて、市民が正しく理
解できるよう適正な情報発信に
努め、医師会と連携して接種し
やすい体制を作ります。
定期予防接種（高齢者の肺炎球
菌・風しん）対象者への周知・啓
発に努めます。

新型コロナワクチンにつ
いては、他自治体との
情報共有に努め、医師
会と連携して、安定した
接種体制の構築を図り
ます。
風しん・肺炎球菌の接
種対象者への周知・啓
発を図ります。

定期予防接種につい
て、広報ひゅうがやホー
ムページ、LINE等を活
用し、市民への周知を
行います。感染状況や
接種率を注視しながら、
必要に応じた効果的な
啓発を行います。

65歳以上コロ
ナワクチン接
種対象者に
おける接種
率

41 ％

25 -
2　感染症に関する正しい知識の
普及に取り組み、拡大防止に努
めます。

健
康
増
進
課

感染症対
策

感染症の正しい理解のために、
感染症の発生状況や流行状況
に応じて、予防方法等を含めた
わかりやすい情報発信を行って
いく必要があります。

感染症に関する市民への周知
啓発を行い、感染症予防や感染
拡大防止に努めます。

感染症に関
する周知啓
発回数

12 回

２
　
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
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ー

ツ
・
健
康
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予
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３
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進
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く
り

９月の自殺予防週間、３月の自殺対策強化月間
にあわせて、パネル展示（市役所市民ホール・図
書館）や広報ひゅうが、ＦＭひゅうが、ひまわりタイ
ム、市ホームページ、市公式ＬＩＮＥ等を活用して
の啓発を行います。
市内金融機関、コンビニ等へのポスターの掲示を
実施します。

【通年】
年間を通して、関係部署や関係機関と連携し、「こ
ころの電話帳」を活用した相談窓口の周知啓発に
努めます。

【通年】
広報ひゅうがやホームページ、LINE、ＦＭひゅうが
等の媒体を用いて啓発に取り組みます。



様式１－３　その他に取り組む重点事業 【健康長寿部】

番
号

基本目
標名称

施策名
称

具体的
な施策
名称

所
管
課

R6予算
事業名

R6現状と課題 R6取組内容 R6上半期 R6下半期

1

2
　
健
康
福
祉

3
　
高
齢
者
福
祉
の
充
実

③
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
と
持
続
可
能
な
制
度

運
営

高
齢
者
あ
ん
し
ん
課

【介護特
会】任意

事業

ケアプランがケアマネジメントの
プロセスを踏まえ「自立支援」に
資する適切なケアプランになって
いるか、基本となる事項を介護
支援専門員とともに検証確認し
ながら、介護支援専門員の「気
づき」を促すとともに、「自立支援
に資するケアマネジメント」とは
何かを追求し、その普遍化を図
り、健全な給付の実施を支援す
る必要があります。

法的根拠に基づいたケアプラン
作成ができるよう、研修会を開催
します。
居宅介護支援事業者、地域包括
支援センター、行政との連携を
強化し、誰とでも相談できる体制
を整えます。
介護サービス事業所の質の確保
に向けて、介護サービス事業所
と意見交換を行いながら、健全
にな事業運営の確保に努めま
す。

集団指導７月～８月：１
回
対象者：地域包括支援
センター・居宅介護支援
事業所・（看護）小規模
多機能型居宅介護支援
事業所・地域密着型
サービス事業所
内容：介護サービス事業
者が介護サービス事業
所において適切なサー
ビスを提供するために
必要な情報（遵守すべき
法令の内容、各種サー
ビス提供の取扱い、介
護報酬請求に関する事
項等）を伝達する。

ケアプラン点検：３０件
居宅介護支援事業所対
象の研修会の開催：年３
回
内容：
他職種連携（２回）
ケアマネジメントに関す
る振り返り研修（１回）



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【健康長寿部】

番
号

基本方針 取組項目 所管課 R6取組内容 R6上半期 R6下半期

1
疾病予防や健康づくり等について情
報発信に取り組みます。

2
高齢者定期予防接種に変更された
コロナワクチンについて、適正な情
報発信、広報周知に取り組みます。

コロナワクチンの定期接種化につい
て、市民が正しく理解できるよう適正
な情報発信を行います。

新型コロナワクチン接種について、
広報ひゅうがやホームページ、LINE
等で、市民への周知啓発を行いま
す。

3

健
康
増
進

課
健康に関する幅広い情報発信に取り
組みます。

4

高
齢
者
あ
ん
し
ん

課

「第9期日向市高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画（令和６～８
年）」について、有識者委員、専門職
委員、市民代表委員で組織する推進
委員会を開催します。

5 市民に開かれ
た市役所づくり

全
課

関係課で構成する窓口サービス向
上委員会に参加し、窓口利用者の利
便性の向上に取り組みます。

6

市
民
に
信
頼

さ
れ
る
行
政

サ
ー
ビ
ス
の

提
供

情報公開と個人
情報の保護

全
課

個人情報保護制度の適正な運用に
努めます。

市
民
に
信
頼
さ
れ
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

広報・広聴活動
の充実

全
課

【通年】
窓口サービス向上委員会において、窓口利用者の利便性の向上に向けた
改善策等を協議します。

【通年】
個人情報を共有する関係機関との会議等において、個人情報保護の徹底
について周知啓発を図ります。

【通年】
引き続き、広報ひゅうがやホームページ、FMひゅうが等の様々な媒体を用
いた周知啓発を行います。

【通年】
推進委員会において、委員の専門的知見に基づいた進捗状況の検証を行
います。

【通年】
引き続き、広報ひゅうがやホームページ、FMひゅうが等の様々な媒体を用
いた周知啓発を行います。



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【健康長寿部】

番
号

基本方針 取組項目 所管課 R6取組内容 R6上半期 R6下半期

7

高
齢
者
あ
ん
し

ん
課

指定管理制度により民間活力を活用
します。

指定管理者の管理・運営状況につい
てモニタリングを行い、その結果を公
表します。

指定管理者の管理・運営状況につい
て現地調査を行い、適正な運用を図
ります。

8
全
課

業務マニュアルの作成、見直し等に
より業務の効率化を図ります。

9

未
来
に
つ
な
げ

る
財
政
運
営

適正な財政運
営

東
郷
診
療
所

新たな医療機器による受診拡大や、
増設された施設機能を活かした取り
組みを行うとともに、駐車場整備や
外構施設の整備など利便性の向上
が進められることから、整備状況に
応じ、新たな取り組みを行います。

新たな医療機器の利用拡大の取り
組みの検討及び多目的室を活用し
た具体的な取り組みの構築を行いま
す。

施設整備完了にともなうグランドオー
プン行事などに取り組むことにより、
地域での健康づくり意識の向上に務
めます。

効
果
的
・
効
率
的
な
行
政
経
営

の
推
進

行政運営の効
率化の推進

【通年】
業務マニュアルの作成、見直し等により業務の効率化を図ります。



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【健康長寿部】

番
号

基本方針 取組項目 所管課 R6取組内容 R6上半期 R6下半期

10
全
課

「日向市補助金交付ガイドライン」に
基づき各補助金を効果的・効率的に
かつ適正に運用します。

補助事業の適正な評価と見直しを行
います。

適正な評価と見直しの結果に基づ
き、次年度予算要求を行います。

11

健
康
増
進
課

「医師の働き方改革」の適用で医療
機関に及ぶ影響を注視し、安定した
医療提供体制を維持するために必
要とされる対策について検討を行い
ます。

－
医師会との連携を密に図り、情報収
集に努め、支援のあり方について検
討を行います。

12

高
齢
者
あ
ん
し
ん
課

会計年度任用職員（介護保険料徴
収業務）を活用した電話・文書・訪問
による催告を実施するとともに、高額
滞納者への滞納処分を強化します。
また、介護保険料滞納による給付制
限の周知等の制度啓発を行い、納
付意識を高めていきます。

令和６年９月末時点での普通徴収収
納率について、現年度分45％、滞納
繰越分15％を目指します。

令和６年度末の普通徴収収納率に
ついて、現年度分90％（5月末）、滞
納繰越分30％（3月末）を目指しま
す。

13

高
齢
者
あ
ん
し

ん
課

施設の老朽化や設備の劣化が進ん
でいることなどから、現行の使用料
にて実施を続けておりますが、今後
他施設の状況も参考に研究します。

14

健
康
増
進
課

　引き続き「広告付きＡＥＤ設置事業」
を活用し、７台の無償設置を継続し
ます。

－ －

【通年】
現行の使用料にて実施を続けておりますが、今後他施設の状況も参考に
研究します。

未
来
に
つ
な
げ
る
財
政
運
営

適正な財政運
営

自主財源の確
保


